
「第 5 種/第 8 種 ホスティングサービス メール配信サービス」利用規約 

 
 

第 1 章 総則 

（本規約の目的） 

第 1 条 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」といいます。）は、この「第 5 種又は第 8 種ホステ 

ィングサービス メール配信サービス」利用規約（料金表を含みます。以下「本規約」といいます。）を定め、「第 5

種又は第 8 種ホスティングサービス メール配信サービス」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

2 第 5 種又は第 8 種ホスティングサービス メール配信サービス契約者（以下「契約者」といいます。）は、本規約を

誠実に遵守するものとします。 

 

（本規約の範囲） 

第 2 条 本規約は契約者と当社との間における本サービスのご利用に係る条件について適用します。ただし、本規

約に定めていない提供条件については、IP 通信網サービス契約約款の第5 種又は第8 種ホスティング契約に係

る規定並びに当社ホームページ及び申込書の定めるところによります。 

 

（本規約の変更） 

第 3 条 当社は本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効

力発生時期を、当社の Web サイト上（http://www.ntt.com/tariff/comm/）への掲載その他の適切な方法により周

知します。 

2.  本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金

を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意

したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 

 

（本規約の公表） 

第 4 条 当社は、当社の Web サイト上（http://www.ntt.com/tariff/comm/）その他の適切な方法により、本規約を公

表します。 

 

（定義等） 

第 5 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
 

用 語 用語の意味 

IP 通信網サービス契約約款 当社が定める IP 通信網サービス契約約款 

第 5 種又は第 8 種ホスティン 

グ契約 

IP 通信網サービス契約約款第 4 条の７に規定する第 5 種又は第 8 種ホスティング 

サービスの提供を受けるための契約 

第 5 種又は第 8 種ホスティン 

グ契約者 

当社と第 5 種又は第 8 種ホスティング契約を締結している者 

第 5 種又は第 8 種ホスティン IP 通信網サービス約款別冊（ホスティングサービス）第3 条の4 に規定するホスティ 

http://www.ntt.com/tariff/comm/
http://www.ntt.com/tariff/comm/
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グサービス ングサービス 

消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税 

される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）及び同法に関する

法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 
第 2 章 サービス 

（サービスの内容及び提供） 

第 6 条 本サービスは、第 5 種又は第 8 種ホスティング契約者のうち、法人を対象として、契約者があらかじめ登録し

たメールアドレスに対して、一斉メール配信するサービス及び付随するメールアドレス登録に係るデータベース管

理サービスを提供します。 

2 本サービスに係る料金等は、別表１に定めるところに従い料金を請求します。 

3 本サービスに係る提供条件は、本規約に定めるほか、当社ホームページおよびビートレンド株式会社ホームペー

ジに定める仕様によります。 

4  当社は、本サービスの提供にあたって、自己の裁量により本サービスの全部又は一部を第三者に委託するものとし

ます。契約者は、当社及び当社の委託先に対して、サーバメンテナンス等の必要に応じ、契約者の登録したメー

ルアドレスおよびメール宛先データにアクセスを行うことをあらかじめ許諾するものとします。 

 

第３章 契約 

（契約の単位） 

第 7 条 当社は、第5 種又は第8 種ホスティングに係る１の契約につき１の本サービスを締結します。 

2 本サービスの利用にあたっては第 5 種又は第 8 種ホスティングサービス契約が必要となります。 

 

 
（契約の利用申込） 

第 8 条 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続きに従って申込みいた

だきます。 

 

（契約申込の承諾） 

第 9 条 当社が、本サービスの利用申込を承諾した場合は電子メール等により通知します。 

2 当社は、次の場合には本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。申込の承諾後においても、次の事項

が判明した場合は、当社は、申込の承諾を取り消すことができるものとします。 

（1）契約者が実在しないとき又はそのおそれがあるとき 

（2） 利用申込書等に虚偽の事項を記載し又は記入漏れがあるとき。 

（3） 契約者が第 5 種又は第 8 種ホスティングサービス契約者と同一でないとき。 

（4） 本サービスに係る契約の申込みをした者が本サービス又はＩＰ通信網サービスに係る料金又は工事に関する

費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（5） 本サービスに係る契約の申込みをした者が、第 21 条（契約者の義務）又は第 22 条（禁止事項）に違反してい 
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る又は違反する恐れがあると当社が判断したとき。 

（6）本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

（7）その他、本サービスに係る当社の業務遂行上著しい支障があるとき。 

3 当社が申込みを承諾しないときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。 

 

 
（届出事項の変更） 

第 10 条 契約者は、本サービスに係る契約申込の際、又はその後当社に届け出た内容に変更が生じたときは、遅

滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。 

2  当社は、契約者の登録情報が不正確もしくは不十分であった場合、又は必要書類の提出をしなかった場合など、

契約者の責めに帰すべき事由に基づき登録情報を変更できなかった場合、これに基づき発生した損害に対して責

任を負いません。 

3 当社は、登録されている連絡先が有効なものでない場合、又は契約者が連絡先情報の提供を拒んでいる場合、

その不達に起因して発生した損害について、責任を負いません。 

 

（最低利用期間） 

第 11 条 本サービスには、最低利用期間を設けません。 

 

 
（権利の譲渡の禁止） 

第 12 条 契約者は、本サービスに係る契約上の権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡もしくは貸与し、又

は担保に供してはならないものとします。 

 

（契約者が行う契約の解除） 

第 13 条 契約者は、本サービスに係る契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の様式に記入

していただき、当社に提出していただきます。 

2 第 5 種又は第 8 種ホスティング契約又は本サービスに係る契約等を解除しようとするときは、それぞれの契約約

款、利用規約の規定に基づいて、手続きしていただきます。 

 

（当社が行う契約の解除） 

第 14 条 当社は、契約者が本規約又は第 5 種又は第 8 種ホスティング契約の規定に違反したときは、本サービス

に係る契約を解除することがあります。 

2 当社は、第17 条（利用停止）に基づき本サービスの利用を停止した場合、停止の日から14 日以内に停止の原因

となった事由が解消されない場合、本サービスに係る契約を解除することがあります。 

3 当社は、前項までの定めにより、本サービスに係る契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを

通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

4 当社は、前項までの規定による本サービスに係る契約の解除により生じた損害に対し、責任を負いません。 
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（契約終了後の措置） 

第 15 条 本規約の定めに従い、本サービスに係る契約が解除され又は終了した場合、本サービスの提供を終了さ

せていただきます。 

2 契約者は、本サービスに係る契約終了の月までに発生した本サービス利用料を含む、本サービス使用に関連し

発生した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。 

 

第 4 章 料金の支払義務 

第 16 条 契約者は当社に対して、料金表の別紙１に規定する初期費用及び月額料金の支払いを要します。 

2 この規約に定めていない料金の取り扱いについては、当社の IP 通信網サービス契約約款料金表通則によるも

のとします。 

 

第 5 章 利用停止等 

（利用停止） 

第 17 条  当社は、契約者が本規約を遵守しない場合又はその合理的な疑いがあると判断される場合、当社は事前の

通知なく、本サービスの全部又は一部の利用を停止し、又は停止のために必要な措置を取ることができるものと

します。なお契約者は利用停止期間に発生した料金を支払うものとします。 

2  当社は、前項に定める場合のほか、メール配信にあたり、１の契約者につき 1,000  通を配信した時点で、その１０パ

ーセント以上の配信先メールアドレスが不正もしくは不明であった場合、契約者に対して予告なく本サービスを停止

することができるものとします。本項による本サービスの全部又は一部の利用を停止に係る必要な措置、利用停

止期間の料金については前項に準じて取扱います。 

 

（サービスの終了） 

第 18 条 当社は、業務提携先の解散、消滅、又は業務提携先と当社との契約の終了等本サービスの提供が困難

となった場合、本サービスを終了することがあります。 

2 当社は、本サービスを終了する場合、終了する 2 ヶ月前までにその旨を当社ホームページへの公開及び 

電子メール等、当社所定の方法で通知します。ただし、この通知が到達しない場合であっても、本サービスの

終了の効果に影響を与えないものとします。 

3 当社は、前 2 項の規定による本サービスの提供の終了により生じた損害に対し、責任を負いません。 

 

 
第 6 章 損害賠償等 

（責任の制限） 

第 19条 当社は、本サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

 

 
(当社が受けた損害) 

第 20 条 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合は、契約期間又は契約解除後にか

かわらず、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。 
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第 7 章 契約者の義務 

（契約者の義務） 

第 21 条 契約者は、本サービス利用にあたり、契約者が登録したメールアドレスおよびメール宛先データを適切に

管理するものとします。 

 

（禁止事項） 

第 22 条 本サービスの利用に関する禁止事項については、IP 通信網サービス契約約款の第 5 種又は第 8 種ホス

ティング契約に係る規定並びに当社ホームページ及び申込書の定めるところによります。 

 

第 8 章 付則 

（登録情報の開示） 

第  23 条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲において、委託先に契約者の情報を提供することを

承諾します。 

 

（通知の方法） 

第 24 条 本サービスの利用等に関する当社から契約者への諸通知は、当社の判断により、以下の各号いずれか

の方法で行い、各号に定めた時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。 

（１） 当社 Web サイト上への掲載

掲載された時 

（２） 契約者が予め当社に届け出た住所への郵送又は、電子メールアドレスへの電子メールの送信

通知が発送又は発信された時 

（３） 当社が適切と判断する方法 

当該通知の中で当社が指定した時 

 

 
（免責の承認） 

第 25条  当社は、本サービスを利用して送付されるメール配信機能およびデータベース管理機能等につき、メール到

達の確実性、正確性、およびアップロードされたメール宛先データの保持、バックアップ等につき、保証いたしま

せん。 

2 本サービス利用により配信されるメールの内容又はその使用態様に起因して、メール送付者、メール受信者又は

その他の第三者との間で生じた紛争については、契約者が自己の責任と負担においてこれを解決し、当社は責

任や負担も負わないものとします。 

3 当社は本サービスを本条の免責を前提にして提供するものであり、本条の免責に同意しない契約者に対して、本

サービスを提供するものではありません。 

 

（個人情報の取扱い） 
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第 26 条 当社は、本サービスの提供により当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポ

リシー（https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html）に定めるところによります。 

2 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。 

3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示（該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを

含みます。）を受けたときは、当社のプライバシーポリシーに定める手数料の支払いを要します。 

 

（第 5 種又は第 8 種ホスティング契約と同時申込の場合の料金の計算方法） 

第 27 条 第 5 種又は第 8 種ホスティング契約と同時申込の場合、当社が本サービスの提供を開始した日を利用開始

日、利用開始日を含む月を利用開始月とし、利用開始月の翌月から月額料金が発生します。 

2 本サービスにおける月額料金については、毎月、暦月に従って計算した 1 ヶ月単位の料金の額とし、日割精算

は行わないものとします。 

 

（本サービスのみ申込の場合の料金の計算方法） 

第  28  条  本サービスのみ申込の場合、当社が本サービスの提供を開始した日を利用開始日、利用開始日を含む月

を利用開始月とし、利用開始日を含む利用開始月のみ日割精算とさせていただき、以降は毎月、暦月に従って

計算した 1 ヶ月単位の料金の額とさせていただきます。 

 

（その他の料金計算方法） 

第 29 条 本サービスの初期費用については、初回月額料金請求時に請求します。 

2 料金の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

3 本サービスの解約においては、解約月の料金を日割精算とさせていただきます。 

http://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html
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別紙１ 

第 5 種又は第 8 種ホスティングサービス メール配信サービス利用規約

別表１ 料金表 

 
 

初期/変更（第五種） 2,000 円 

（税込 2,200 円） 

初期/変更（第八種） 4,000 円 

（税込 4,400 円） 

メール配信 月額 1,200 円 

（税込 1,320 円） 

メール配信宛先追加 

(1,000 宛先毎)月額 

1,200 円 

（税込 1,320 円） 
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附則  （平成 27 年 10 月 2 日 ＡＣサ 500737 号） 

１ 本契約は、平成 27 年 10 月 6 日から実施します。 

 

 
附則（平成 27 年 10 月 29 日  AC サ 500852 号） 

（実施期日） 

この改訂規約は、平成 27 年 11 月 4 日から実施します。 

 

 
以下の附則は、平成 27年 11 月4 日から平成 28年 3 月 31 日までの新規申込受付分（かつ利用開始日が平成 28

年 4 月 30 日まで）について適用されます。 

第 2 条 本規約別表 1 に定める料金表にかかわらず、本申込書により申し込まれた初期工事費（「初期（第五種）」

及び「初期（第八種）」）の支払いを要しないものとします。 

 

附則（平成 28 年3 月 28日  ACサ 501451 号） 

（実施期日） 

この改訂規約は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。 

 

 
以下の附則は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 4 月 28 日までの新規申込受付分（かつ利用開始日が平成 28

年５月３１日まで）について適用されます。 

第 2 条 本規約別表 1 に定める料金表にかかわらず、本申込書により申し込まれた初期工事費（「初期（第五種）」

及び「初期（第八種）」）の支払いを要しないものとします。 

 

附則（令和元年9 月 11日  AC 企 00541561 号） 

（実施期日） 

この改訂規約は、令和元年 10 月 1 日から実施します。 

 

 
附則（令和 2 年 3 月 2 日  AC サ 00611332 号） 

（実施期日） 

この改訂規約は、令和 2 年 3 月 31 日から実施します。 

 

附 則（令和５年１1月24日 CAS２サ000400003253-01） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務について

は、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いについては、なお従前

のとおりとします。 
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附 則（令和 6 年 1 1 月 2 5 日  ＣＡＳ２サ000400009597-01） 

（実施期日） 

この改訂規約は、令和 6 年 12 月 2 日から実施します。 
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